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（宛先）流山市長

以下事項をすべて確認した上で、育児休業延長を許容できる旨を届け出ます。なお、本届を提出した際は、いかなる場合においても保育所入所利用調整を行う際の利用指数と調整指数の合計は２点となることに同意します。

記入日　　　　　　　　年　　月　　日
保護者名　　　　　　　　　　　　　　

育児休業の延長を許容できる児童について記入してください。
	児童名
	

	生年月日
	年　　　　月　　　　日生

	第１希望園
	

	適用年月日
	令和　　　　年　　　　月入所審査より適用



【確認事項】
●本届は保育所入所申請書一式と併せてご提出ください。
●本届を提出すると、保育所入所利用調整を行う際の利用指数を２点として審査を行うため、入所の可能性が著しく低くなります。
●本届を提出した場合であっても、必ず保留となることを約束するものではなく、入園を希望した保育所等に空きがあれば入所決定となります。
●本届を提出後に、通常の審査に切り替えたい場合は、通常の審査を希望する入所月の受付期間中に「育児休業延長許容解除届」を提出してください。
●本届を提出し保留となった期間は、入所審査における「保育所等入所保留期間」には含まれません。
●本届は併せて提出された保育所入所申請書一式が有効な期間に限り有効となります。申請を取下げたり、翌年度新たに申請する際に引き続き育児休業延長を許容できる場合、改めて本届を提出いただく必要があります。
●本届を提出し低い点数で審査を受けた場合でも、育児休業延長手続きに支障はない旨、松戸公共職業安定所と協議済みです。
